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守口市児童手当・子ども医療等に係る申請受付及び入力支援業務委託仕様書 

 

 

 

１ 件名 

  守口市児童手当・子ども医療等に係る申請受付及び入力支援業務委託 

 

２ 目的 

子育て支援政策課の窓口での児童手当、こども医療等に係る申請の受付、各種資 

料の整理、データ入力及び帳票等の作成、引渡し等に関する業務を民間事業者に委 

託することにより、民間事業者のノウハウを活用し、効率的な業務運営を図ること 

で市民サービスの更なる向上に資することを目的とする。 

 

３ 委託業務の基本的な考え方 

本委託業務の基本的な考え方として、事務的なマニュアルに基づく窓口業務等の 

みではなく、子育て支援政策課の独自の窓口対応、事務処理等に柔軟に対応できる 

質の高い業務を求める。そこで、次の２点の考え方を共有しておくものとする。 

（１）組織的な業務管理体制が構築されていること 

本委託業務は、１人の経験者がいれば完結できるものではないため、運用方法 

並びに人材の教育及び育成についての業務管理が必要となる。そのため、業務の 

実施にあたっては、関係法令の遵守はもちろん、迅速かつ確実に業務を実施でき 

るよう受託者の責任において教育を行った人材を適切に配置すること。 

（２）個人情報保護への特段の配慮があること 

本委託業務の実施にあたっては、市民の氏名や住所、生年月日、所得額、家族構 

成、個人番号（マイナンバー）等、個人情報に常時接することとなり、個人情報の 

保護が強く求められる情報処理業務であることから、個人情報の保護に対して、 

特段の取組を行うこと。 

 

４ 履行期間 

令和９年４月１日から令和 14 年３月 31 日まで 

また、本委託業務の実施にあたり、受託者の事前開設準備及び受託者への引継ぎ 

作業期間を、契約締結の日から令和９年３月末日までと設定する。ただし、事前の 

開設準備及び引継ぎ作業期間にかかる経費は、受託者の負担とする。 

 

５ 履行場所・履行日・履行時間 

原則として、下記のとおりとするが、あらかじめ本市と協議して変更できるもの 

とする。 
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（１）履行場所 

大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号 守口市役所本館３階北エリア 

子育て支援政策課執務室内（窓口カウンターを含む。）及び子育て支援政策課窓 

口の待合場所とする。（現行レイアウトは別紙のとおり。）なお、履行場所について 

は予告の上、変更することがある。 

（２）履行日 

本市の開庁日（土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月 29日から 12 

月 31日まで及び１月１日から１月３日まで）を除く日）と、土曜日、日曜日、国 

民の祝日及び年末年始において子育て支援政策課が定める開庁日（以下「休日開庁 

日」という。）とする。 

なお、条件の変更がある際、本市と受託者で協議して、変更することができるも

のとする。 

（３）履行時間 

本市の開庁時間（９：００～１７：３０）と、子育て支援政策課の夜間及び休日 

 開庁日における開庁時間とする。なお、条件の変更がある際、本市と受託者で協議 

 して、変更することができるものとする。 

ただし、履行時間開始とともに業務を執行できるよう、事前に準備・整理を行う 

こと。 

なお、履行時間については目安であり、開庁時間の前後において待機する来庁者 

や問合せが発生している場合は適宜対応し、業務を履行すること。 

 

６ 業務内容 

本件の業務内容について以下のとおりとする。（具体的な業務内容については、「守 

口市子育て支援政策課業務等委託一覧」に記載のとおり） 

ただし、本市と受託者で協議して、業務内容を追加、削除できるものとし、業務内 

容を追加、削除した場合は別途定めるものとする。 

なお、事務運用の見直しや、法改正、国からの通知等に伴い、予期せぬ業務の追加 

が見込まれる場合は、当該業務について委託業務に含めることを前提に、本市と受 

託者で協議すること。 

 なお、令和９年９月に業務に使用するシステムの変更を予定していることから、 

新たなシステムの習得等についても対応すること。 

また、事業者が提案した内容（協議により、本市が採用しないと判断した提案内 

容は除く。）は、委託業務に含める。 

（１）共通事項 

ア 各申請書等の受付に係る業務 

 ※窓口受付番号発券機による案内・支援を含む 

  ※各申請書等の記載内容の確認及び記載指導、手続に関する説明等を含む。 

 ※オンライン等で申請されたものも含む。 

  イ システムへの入力に係る業務 

ウ 各業務の起案作成に係る業務 

エ 支出命令等の作成に係る業務 
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オ 通知書等の発送に係る業務 

  ※通知書等の作成・出力作業、抜き取り作業、封入・封緘作業を含む。 

カ 郵便物の受取・開封・発送に係る業務 

キ 電話対応に係る業務（メールでの問い合わせに対する回答等含む） 

 ※本市職員及び関係機関から子育て支援政策課の職員宛の事務連絡について 

は、電話を取り次ぐのみで良いが、市民等からの問合せ内容が本仕様書に 

係る事項である場合は適宜対応すること。 

ク 書類整理業務（申請書等の編綴、簿冊の製本及び書類の管理） 

ケ 各種申請書等の印刷・在庫管理業務 

コ オンライン申請フォームの作成補助及び修正補助 

サ 住民基本台帳異動の確認に係る業務 

（２）児童手当に関する業務 

ア 新規（認定請求）に係る業務 

イ 額改定認定請求に係る業務 

ウ 受給資格等の変更に係る業務 

エ 資格消滅に係る業務 

オ 支払証明に係る業務 

カ 未支払請求に係る業務 

キ 現況届に係る業務 

ク 支払及び過誤払に係る業務 

ケ 多子加算（第三子以降加算）の継続に係る業務 

コ 年齢到達に係る業務 

サ 負担金申請等の資料作成に係る業務 

（３）児童扶養手当に関する業務 

ア 新規（認定請求）に係る業務 

イ 額改定認定請求等に係る業務 

ウ 受給資格等の変更に係る業務 

エ 資格喪失に係る業務 

オ 支給停止関係に係る業務 

カ 転入・転出の認定に係る業務 

キ 未支払請求に係る業務 

ク 現況届に係る業務 

ケ 支払及び過誤払に係る業務 

  コ 負担金申請等の資料作成に係る業務 

（４）特別児童扶養手当に関する業務 

ア 新規（認定請求）に係る業務 

イ 額改定請求に係る業務 

ウ 受給資格等の変更に係る業務 

エ 有期更新に係る業務 

オ 所得状況届に係る業務 

（５）子ども医療費助成に関する業務 
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ア 子ども医療証の交付申請書に係る業務 

イ 子ども医療費支給申請書に係る業務 

ウ 子ども医療費受給資格変更届に係る業務 

エ 子ども医療証再交付申請書に係る業務 

オ 子ども医療証の資格喪失に係る業務 

カ 子ども医療費の社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合等への 

支払等に係る業務 

キ 子ども医療費の返戻に係る業務 

ク 子ども医療費の第三者行為に係る業務 

ケ その他受給資格更新に係る業務 

コ 子ども医療費助成制度の月例報告の資料作成に係る業務 

（６）ひとり親家庭医療費助成に関する業務 

ア ひとり親家庭医療証の交付申請に係る業務 

イ ひとり親家庭医療費支給申請書に係る業務 

ウ ひとり親家庭医療費受給資格変更届に係る業務 

エ ひとり親家庭医療証再交付申請書に係る業務 

オ ひとり親家庭医療証の資格喪失に係る業務 

カ ひとり親家庭医療費の社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合等 

への支払等に係る業務 

キ ひとり親家庭医療費の返戻に係る業務 

ク ひとり親家庭医療費の第三者行為に係る業務 

ケ その他受給資格更新に係る業務 

コ ひとり親家庭医療費助成制度の月例報告の資料作成に係る業務 

（７）未熟児養育医療費助成に関する業務 

ア 未熟児養育医療給付申請に係る業務 

イ 未熟児養育医療受給資格の変更に係る業務 

ウ 未熟児養育医療券再交付に係る業務 

エ 未熟児養育医療継続に係る業務 

オ 未熟児養育医療移送費用支給に係る業務 

カ 未熟児養育医療費の社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合等へ 

 の支払等に係る業務 

キ 未熟児養育医療の費用の徴収に係る業務 

ク 未熟児養育医療の月例報告の資料作成に係る業務 

（８）来庁者の管理に関する業務 

  ア 来庁目的、人数等を集計し、分析したものを取りまとめ、定例会時に子育て 

   支援政策課に報告すること。 

（９）封入物（通知書等に封入するチラシ）等の本市印刷室での印刷 

（10）その他上記（１）から（９）に関連する業務 

  ア 業務開始前に準備作業、業務終了後に執務室内の整理整頓を行うこと。また、 

申請書類等の補充や掲示物等の整理を行うこと。 

  イ ドメスティックバイオレンス（ＤＶ）等に伴う支援措置の対象となっている

者に係る業務については、業務責任者から子育て支援政策課職員に相談の上、
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子育て支援政策課職員が受託者でも対応可能と判断したものについては、受託

者で対応すること。 

 

７ 委託業務に係る事前準備 

受託者は、本仕様書及び本市が提供する業務関係資料等に基づき、本委託事業の 

詳細な内容を把握した上で、業務マニュアル及び業務フロー（以下「マニュアル等」

という。）を作成し、業務履行開始までに本市の承認を受けること。 

また、マニュアル等は、業務履行開始後であっても本市の助言、指示又は受託者の

判断（事前に本市の承認を受けること）等により、業務の範囲内で見直しや調整を行

うものとする。その際、受託者は随時、マニュアル等を修正すること。 

（１）マニュアル等作成方針 

受託者は、マニュアル等の作成にあたっては、下記の方針に沿って行うもの 

とする。 

ア 本市の業務マニュアル及び仕様書等を理解し、不明点についてはヒアリング 

を重ね、全て明確に文書化及び電子データ化すること。また、本市の抱えてい 

る課題についても聴き取り、可能な限り解決策をマニュアル等に織り込むこと。 

イ 作業誤りを発生させる可能性がある箇所を事前に特定するために、本市及び前 

 受託者から前年度の処理誤りの内容をヒアリングして記録すること。また、引継 

 ぎ期間において、受託者が実際に処理を実施し、その過程で発生した処理誤り 

 を記録すること。 

ウ 受託者内での他自治体における運用経験を活用すること。 

エ 受託者内での業務運用開始前審査及び運用後の監査を行うこと。 

オ 上記の工程を経たマニュアル等について、本市から承認を得ること。また、そ 

 の過程で発生した変更は、随時マニュアル等へ反映させること。 

カ 作業時の注意点を追記し、必要に応じて作業チェックリストを作成するなど、 

初めて業務に従事する業務従事者に分かりやすいマニュアル等を作成すること。 

 キ 受託者が準備したマニュアル等の著作権は、受託者に帰属するものとする。 

 

８ トラブルへの対応 

（１）本委託業務の実施にあたり、トラブル及びイレギュラーな事例が生じた際は、 

受託者が責任をもって対処するとともに、直ちに本市に報告すること。 

（２）本委託業務の範囲外の事案である場合は、子育て支援政策課の職員に引継ぐこ 

と。 

（３）本委託業務に関する苦情等については、現状分析と解決策を講じ、速やかに本 

  市に報告すること。 

 

９ 業務体制 

受託者は、本業務を円滑に実施するため、必要かつ十分な人員を確保した上で、 

業務量の変動に応じた適正な人員配置を行い、効率的な運営が可能な体制を構築す 

るものとする。また、業務責任者及び業務従事者（以下「従事者等」という。）は、 

受託者が直接雇用している者とする。 

（１）業務責任者について 
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ア 本委託業務に係る業務の拠点には、業務責任者を常時配置すること。 

 イ 業務責任者は、官公庁からの受託事務において、児童手当、子ども医療等の支 

  給業務又はそれに準ずる業務のマネジメントを経験し、本業務に必要な業務に精 

  通し、本業務全体を十分に管理でき、受託者を代表して本市と調整を行うことが 

  できる者を配置すること。 

 ウ 業務責任者は、本市子育て支援政策課の管理責任者との窓口となり、本委託業 

務全体のマネジメント、事業計画の進捗状況、実勢管理・分析、業務改善進捗に関 

する業務、業務の質、制度の維持・向上、各種調整業務、連絡事項の周知徹底、業 

務従事者の育成・研修計画・リスク管理及び本市子育て支援政策課への報告を行 

うこと。 

エ 本仕様書６の業務について、業務の品質･納期管理が可能な体制とすること。ま 

 た、本仕様書 10を参考に最適な体制を提案すること。 

（２）業務従事者について 

ア 業務に必要な業務従事者は、本業務を確実に履行させることが可能な能力を有 

する者とし、業務量の変動に対応して、受託者の責任において必要な人数を確保 

すること。 

イ 業務従事者は、業務責任者の指揮監督下において業務を行うこと。 

（３）その他 

ア 従事者等が、業務を遂行する上での接遇及び必要な知識を習得するための教育・ 

研修等については、費用も含め、全て受託者の責任により行うこと。 

イ 業務を迅速かつ的確に履行するだけでなく、服装、態度に気を配り（風紀・業務 

規律を乱さないこと）、親切・丁寧に対応すること。 

ウ 業務中は名札又は制服を着用させ、本市職員との差別化を図ること。 

エ 受託者は、従事者等の退職等による欠員が発生した場合にあっても、他の従事 

者等の出勤回数を増やす等により、円滑に業務を履行すること。 

オ 受託者は、災害等により交通が途絶した場合にあっても、従事者等の業務遂行 

に支障をきたさない体制を構築すること。 

カ 受託者は自然災害時等が発生した場合など緊急時において、昼夜を問わず本市 

と迅速な連絡を可能とすること。 

キ 従事者等による定期的な連絡会を行うなどして、来庁者からの問い合わせ等の 

直近の傾向及び本業務の運用変更点を把握し、各業務間で情報共有すること。 

 

10 設備及び使用する機器・機材など 

本業務に必要な機器・機材・消耗品等は、子育て支援政策課の執務場所と受託者 

の執務場所を区別するためのパーテーションや従事者等が使用する貴重品ロッカー 

等を含め、原則として受託者が用意すること。 

 業務にあたり使用する下記 PC端末等については、以下のとおり取り扱うものとす 

る。ただし、貸与する端末等については、別途、賃貸借契約を締結し、受託者に貸与  

するものとする。なお、故意又は過失による破損、故障等による復旧に係る費用は 

受託者が負担するものとする。 
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（１）貸与する端末の台数 

マイナンバーPC端末

（作業用） 

マイナンバーPC端末

（窓口用） 
内部業務用 PC端末 

５台 ３台 ４台 

※なお、上記に示した台数は、本業務を実施する上で本市が想定した標準の台数 

であることに留意するとともに、実際に貸与する台数については、業務を迅速 

かつ効率的に行うため、本市と受託者で協議の上、決定するものとする。 

また、機器が更新された場合は、本市と受託者で協議の上、賃料を改定するもの 

とする。 

（２）本委託業務の実施にあたり必要となる本市所有の資料・情報等については、必 

要に応じて受託者に貸与する。なお、資料・情報等については、本市の承認を受け 

ずに業務拠点外に持ち出してはならない。 

（３）以下については本市の負担とする。ただし、受託者の使用時における故意又は 

過失による破損、故障等による復旧に係る費用は受託者による負担とする。 

なお、電話回線については、事務の繁忙に伴い回線数を増やす場合があること。 

ア 市役所本館３階北エリア子育て支援政策課執務室及び窓口カウンター４か所並 

びに子育て支援政策課待合場所 

イ 本業務に必要なシステム等 

ウ 複写機（子育て支援政策課職員と兼用） 

エ 事務用什器・備品（事務机、書庫、電話機等） 

オ 電話回線その他通信回線 

カ 窓口業務で使用する届出書・申請書・証明書等の用紙、啓発冊子等 

キ 施設内資材 

ク 光熱水費 

ケ 通信費 

コ 廃棄物処理費用（有料となる粗大ごみ等の処理費用は除く。） 

（４）タブレットを用いた児童手当・子ども医療等の制度案内を行う等、来庁者の利 

  便性向上及び市民サービスの増進を図るため、子育て支援政策課窓口において受 

  託者がタブレット及び無線 Wi-Fiを整備すること。 

  Wi-Fiの整備及び運用にあたっては、守口市情報セキュリティポリシーその他 

 遵守すべき法令等に基づき、以下の事項を遵守すること。 

 ア ネットワーク分離・セキュリティ設定  

   庁内の行政系ネットワーク・LGWAN系ネットワーク・マイナンバー利用事務系 

  ネットワークと物理的又は論理的に完全分離すること。また、WPA3等の解読が困 

  難な暗号化通信及び適切な認証設定を施し、不特定多数が無制限に接続できない 

  状態とすること。 

 イ 機器の持ち込み記録 

   Wi-Fiルーター等の通信回線装置を庁舎内に持ち込む際は、事前に市の情報セ 

  キュリティ管理者（子育て支援政策課長）へ届け出を行い、持ち込み記録を作成・ 

  保管すること。 

 ウ タブレットの利用範囲 
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   受託者が使用するタブレットは、本市ホームページ等の公開情報の閲覧及び制 

  度案内に限定して使用すること。本市の内部システムへのアクセスは行わないこ 

  と。 

   また、受託者が整備する Wi-Fiへの接続については、本市の情報システム担当 

  課の許可を得た上で行うこと。なお、子育て支援政策課職員による窓口対応には、 

  本市が管理するタブレットを使用するものとする。 

 エ インシデント発生時の対応セキュリティ上の問題が発生した場合は、直ちに本 

  市へ報告するとともに、Wi-Fiを物理的に遮断できる体制を整えておくこと。ま 

  た、受託者の責に帰すべき事由により本市又は第三者に損害が生じた場合は、受 

  託者がその損害を賠償すること。  

 オ 本市による確認・監査 

      本市は必要に応じ、受託者のセキュリティ対策の履行状況について確認・監査 

    を行うことができる。受託者はこれに協力すること。 

（５）本委託業務に係る定型的かつ反復的な事務作業について、業務の正確性及び効 

  率性の向上に資する場合は、受託者の提案により本市の RPA（製品名：WinActor 

  フル機能版ライセンス及び WinActor実行版ライセンス）を活用することができ 

  る。新たな RPAシナリオを作成する際は、事前に対象となる業務について本市と 

  協議の上、受託者にて業務フローと RPAによる自動化の範囲を示すシナリオ（手 

  順書）を作成し、市の承認を得るものとする。 

      なお、本業務に基づき作成されたシナリオ等の成果物は、本市に帰属するもの 

    とする。 

 

11 業務報告 

 本委託業務の実施にあたっては、あらかじめ本市と協議した上で、実施計画書を  

作成し、報告すること。また、以下のとおり実施報告書を作成し、その結果を随時反  

映させた上で、より効率的な業務が実施できるよう努めること。 

実施計画書については、自ら適宜、実施状況を踏まえた監査を実施し、本市に報 

告すること。さらに、本委託事業の遂行にあたり、必要な処理判断基準等について 

は、事前に本市に確認を行うこと。 

（１）月次報告 

本市と受託者は、月１回の定例会を実施し、本委託事業に係る月単位の業務の 

状況確認・課題の確認を行うとともに、成果物等について、実施月の翌月に報告 

すること。 

（２）随時報告 

レアケースやイレギュラー事案の発生により、検討及び打ち合わせが必要に 

  なった場合、業務対応方法・手順に変更が生じた場合及び運用体制（繁忙期の対 

応方法）の打ち合わせを必要とする場合等において、業務責任者と本市担当職員 

の間で、随時行うこと。 

（３）事故発生時の報告 

業務における事故等の事情により、納品の遅延、成果物の不良その他仕様書に 

定める事項を満たすことができないとき、本市が提供・貸与する資材等が破損等 

で使用不能となったとき又はその他トラブル等が発生したときは、直ちに本市に 
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報告すること。 

また、報告後は、受託者の負担により再処理等の事後対応をするとともに、事故 

  発生状況の書面による報告等について本市の指示に従い、不明な点がある場合も 

  同様に本市の指示を受けること。 

 

12 届出 

受託者は業務を実施するにあたり、従事者等の体制や担当作業、作業場所等につい 

て、本市が常に把握できるように、事前に書面で報告すること。 

また、報告の内容に変更があるときは、その都度事前に本市に申し出ること。 

 

13 業務の引継ぎ 

（１）事前の引継ぎ 

受託者は、本委託業務を円滑に実施するため、本委託業務に係る契約後、履行期 

間が開始される前に、本市及び前受託者から引継ぎを受けなければならない。こ 

の場合において、本市及び受託者の双方が、書面による引継ぎのほか、現場見学、 

ヒアリングその他の方法による引継ぎが必要と認める場合は、これを行うことが 

できる。 

また、受託者の他市における経験を踏まえた引継ぎ、研修、マニュアル作成を行 

うこと。 

（２）事後の引継ぎ 

本委託業務に係る契約の履行期間が満了するとき（満了後も引き続き本委託事 

業を実施する場合は除く。）又は契約が解除されたときの引継ぎは次のとおりとす 

るが、本市と協議の上、契約終了後も業務が円滑に執行されるよう配慮すること。 

ア 引継書の作成 

受託者は、本委託業務の実施に係るマニュアル等を作成又は改定し、留意事項 

  とともに取りまとめた資料（以下「引継書」という。）を本市に引き渡さなければ 

  ならない。 

  本市は受託者が提出した引継書について内容を確認し、法令等及び本市子育て 

 支援政策課における応対内容に相違がある場合は、受託者に修正依頼を行うもの 

 とする。 

イ 引継ぎ内容の説明 

受託者は、引継書の内容について、本市又は次期受託者から説明を求められた 

ときは、誠実にこれに応じなければならない。 

ウ 引継ぎに係る資料等の提出 

受託者は、本市又は次期受託者から引継書以外に引継ぎに必要と認められる資 

料等の請求があった場合は、本委託業務に使用する限りにおいて、応じなければ 

ならない。 

 

14 本委託事業を受託するにあたっての留意点 

（１）業務従事者については、迅速かつ正確な業務の遂行にあたり必要な人員を、受 

託者の責任において配置すること。また、繁忙期にあっても、円滑な業務の遂行 

ができるよう、柔軟に対応すること。 
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（２）従事者等は、業務において必要な関係法令等の改正等が行われた場合の内容等 

  について、確実な理解と習熟を図ること。なお、従事者等の知識・能力の習得に 

関する事項について、受託者に確認を求める場合がある。 

（３）受託者が、他市で受託している同種業務のトラブル事例の対応方法や業務効率 

化の方法が確認できた場合は、本委託業務においても活用すること。 

（４）来庁者等からの苦情・意見等については、現状分析と解決策を講じ、本市に報告 

すること。 

（５）業務を行う上で、業務の効率化、省力化、市民サービスの質を向上させる手法が 

あれば提案し、本市と協議すること。 

 

15 情報セキュリティ 

（１）個人情報取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 

  57 号）、守口市個人情報保護法施行条例（令和４年守口市条例第 31 号）及び契約 

  締結時に本市と取り交わす個人情報取扱特記事項の内容を遵守し、個人情報の適 

  切な管理を図ること。 

（２）従事者等に対しては、セキュリティ研修を実施することとし、個人情報保護の 

方策については、事前に本市に説明を行うこと。また、一般財団法人日本情報処 

理開発協会が管理するプライバシーマーク付与認定又は国際標準化機構が策定す 

る情報セキュリティ管理の国際規格であるISO27001/ISMS認証を受けていること。 

なお、プライバシーマーク付与認定及び ISO27001/ISMS認証の更新を行った場 

合は、更新の都度、それらの認証取得を証する書類の写しを本市に提出すること。 

 

16 再委託の禁止 

受託者は、本委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはな 

らいない。ただし、本委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせ 

ることについて、合理的かつやむを得ない事情があり、あらかじめ書面にて本市か 

ら承認を受けた場合はこの限りではない。 

 

17 第三者等賠償 

受託者が本委託業務の実施にあたり、本市又は第三者に対し実際に及ぼした損害 

 について、本市に報告の上、当該第三者等に損害賠償を行わなければならないきは、 

 その損害額の負担について受託者がその損害を負担すること。また、万一、個人情  

 報漏洩等があった場合等の損害賠償に対応できる保険に加入すること。 

 

18 臨機の措置 

（１）受託者は、天災、システム障害などの緊急事態が生じたときは、本市と協議の 

上、臨機の措置をとる等、解決に努めること。なお、当該措置をとった場合は、そ 

の内容を直ちに本市に報告すること。 

（２）本市は、緊急事態が生じたことに伴い、履行期間の遵守等に重大な影響がある 

と認められる際は、受託者に対して臨機の措置をとることを要求できるものとす 

る。 
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19 支払方法 

毎月、検査合格後、受託者は、書面により本市に対して契約金額の支払いを請求 

し、本市はその請求に基づき支払うものとする。 

 

20 その他 

（１）本業務における作業の誤りは、「給付誤り」や「個人情報の流出」に直結し、市 

政に対する信頼を失墜させるとともに、本市の業務にも多大な影響を及ぼすこと 

になる。そのため、受託者は、作業の誤りが生じないよう、必要に応じて複数人で 

の検査を実施するなど、本仕様書の内容が確実に履行できる方策を検討するとと 

もに、本市の求めに応じ作業状況を報告すること。 

（２）委託業務の従事者等の監督は受託者が行い、繁忙期における業務体制や業務内 

  容について必要がある場合は、受託者は必要に応じて定期的に本市と協議するこ 

  と。 

（３）契約後、本仕様書の解釈について疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない 

事項が発生した場合は、必要に応じて本市と協議の上、解決すること。 

（４）契約期間中に業務システム・手続方法等に変更があった際は、操作研修等を行 

  い、再度、業務フローを見直すこと。また、本業務において使用するシステムの変 

  更に伴う操作方法等の説明や業務着手時における仕様等について、補足的な説明 

  を行うなどの必要がある場合、受託者の管理・監督の下、従事者等に対し必要な 

  技術指導等の措置を講じることとする。 

（５）契約後、本仕様書の内容を変更する必要が生じた場合は、本市と協議して定め 

るものとする。 
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守口市子育て支援政策課業務等委託一覧 

 

１ 共通事項 

（１）各申請書等の受付に係る業務 

ア 各申請書等の確認・受付 

イ 各申請書等の不備の解消 

（２）システムへの入力に係る業務 

（３）各業務の起案作成に係る業務 

（４）支出命令書等の作成に係る業務 

（５）通知書等の発送に係る業務 

  ア 通知書等の作成・出力 

  イ 通知書等の抜き取り 

  ウ 通知書等の封入及び封緘 

  エ 不備書類等のやり取りで発生した送付物の準備 

（６）郵便物の受取・開封・発送に係る業務 

  ア 郵便物の受取・開封 

  イ 郵便物の子育て支援政策課への引継ぎ 

  ウ 郵便物の発送 

（７）電話対応に係る業務（メールでの問い合わせに対する回答等含む） 

（８）書類整理業務（申請書等の編綴、簿冊の製本及び書類の管理） 

（９）各種申請書等の印刷・在庫管理業務 

（10）オンライン申請フォームの作成補助及び修正補助 

（11）住民基本台帳の確認に係る業務 

 

２ 児童手当に関する業務 

（１）新規（認定請求）に係る業務 

ア 受付・端末への入力（税照会及び年金照会等含む） 

イ 受給資格に係る審査（他市照会等含む） 

ウ 認定通知書等送付書類の作成 

（２）額改定認定請求に係る業務 

ア 受付・端末への入力（税照会等含む） 

イ 受給資格に係る審査 

ウ 額改定通知書の作成 

（３）受給資格等の変更に係る業務 

ア 受付・端末への入力（税照会等含む） 

イ 異動事由の確認、端末への入力、照会及び書類作成 

ウ 認定切替等異動に伴う資格切替等の案内 

（４）資格消滅に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 届出に係る審査 

ウ 受給資格消滅書の作成 

（５）支払証明に係る業務 
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ア 受付・端末への入力 

イ 支払証明書の作成 

 （６）未支払請求に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

（７）現況届に係る業務 

ア 対象者の抽出及び現況届の送付 

イ 内容の確認及び端末への入力（税照会及び年金照会等含む） 

ウ 未提出者への催告文の作成及び催告 

エ 未提出者の差し止め処理 

オ 未提出者の時効による資格喪失に関する処理 

カ 更新後の認定区分変更に係る認定通知書の送付 

（８）支払及び過誤払に係る業務 

ア 支払に関する資料の作成 

イ 過誤払が発生している者への納付書の発行及び債権管理に関する業務 

ウ 税異動情報の確認 

 （９）多子加算（第三子以降加算）の継続に係る業務 

  ア 対象者の抽出 

イ 対象者への案内等送付 

ウ 受給資格に係る審査 

エ 受付・端末への入力（宛名付け替え含む） 

オ 額改定通知書の送付 

 （10）年齢到達に係る業務 

   ア 対象者の抽出及び通知書の発送 

（11）負担金申請等の資料作成に係る業務 

  ア 実績報告に係る資料の作成補助 

イ その他必要書類の作成 

 

３ 児童扶養手当に関する業務 

（１）新規（認定請求）に係る業務 

ア 受付・端末への入力（税照会及び年金照会等含む） 

イ 受給資格に係る審査（他市照会等含む） 

ウ 認定通知書等送付書類の作成 

（２）額改定認定請求等に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 受給資格に係る審査 

ウ 額改定通知書の作成 

（３）受給資格等の変更に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 額改定の認定書の作成（支給額に変更が伴うもののみ） 

ウ 税情報等の異動の確認、端末への入力及び必要書類の作成 

エ 年齢延長に係る書類作成及び端末への入力 
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オ 物価スライドによる額改定に係る書類作成 

カ その他通知書の作成 

（４）資格喪失に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 届出に係る審査 

ウ 資格喪失に係る通知文等の作成 

（５）支給停止関係に係る業務 

ア 受付・端末への入力（税照会等含む） 

イ 受給資格に係る審査 

ウ 通知書の作成 

（６）転入・転出の認定に係る業務 

ア 他市へ台帳の送付を依頼する文書の作成 

イ 他市から送付された台帳の受付・端末へ入力（税照会等含む） 

ウ 児童扶養手当証書等の作成 

エ 他市から依頼された台帳の作成及び送付 

（７）未支払請求に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

（８）現況届に係る業務 

ア 対象者の抽出及び現況届の送付 

イ 内容の確認及び端末への入力（税照会及び年金照会等含む） 

ウ 未提出者への催告文の作成及び催告 

エ 未提出者の差し止め処理 

オ 未提出者の時効による資格喪失に関する処理 

カ 更新後の証書及び支給停止の書類の送付 

（９）支払及び過誤払に係る業務 

ア 支払に関する資料の作成 

イ 過誤払が発生した者への納付書の発行及び債権管理に関する業務 

ウ 税異動情報の確認 

（10）負担金申請等の資料作成に係る業務 

  ア 実績報告に係る資料の作成補助 

  イ その他必要書類の作成 

４ 特別児童扶養手当に関する業務 

（１）新規（認定請求）に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 受け付けた書類の大阪府への逓送及び写しの作成 

ウ 大阪府より発行された通知文等の発送 

（２）額改定請求に係る業務 

   ア 受付・端末への入力 

   イ 受け付けた書類の大阪府への逓送及び写しの作成 

   ウ 大阪府より発行された通知文等の発送 

 （３）受給資格等の変更に係る業務 
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ア 提出された変更届及び額改定の書類に基づき入力 

イ 税情報等の異動の確認及び受給者へ届出の作成依頼 

ウ 受給者より提出された資料の大阪府への逓送 

エ 転出入者に係る台帳の送付依頼及び台帳作成 

（４）有期更新に係る業務 

ア 送付対象者の確認（一覧は大阪府が作成） 

イ 受け付けた資料の端末への入力及び大阪府へ逓送 

ウ 認定通知書等の送付準備 

エ 未提出者への催告文の作成及び催告 

（５）所得状況届に係る業務 

ア 大阪府より送付される台帳の確認（税照会等含む）及び送付 

イ 端末への入力及び大阪府へ逓送 

ウ 未提出者への催告文の作成及び催告 

エ 認定通知書等の送付 

５ 子ども医療費助成に関する業務 

（１）子ども医療証の交付申請書に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 受給資格に係る審査 

ウ 医療証の発行 

（２）子ども医療費支給申請書に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 支給決定した償還金の支払に関する資料の作成 

ウ 決定通知の作成 

（３）子ども医療費受給資格変更届に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 受給資格に係る審査 

ウ 医療証の発行 

（４）子ども医療証再交付申請書に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 医療証の発行 

（５）子ども医療証の資格喪失に係る業務 

ア 住基異動・他公費移行等に伴う資格喪失者の確認・端末への入力 

イ 医療証の回収 

（６）子ども医療費の社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合等への支払

等に係る業務 

ア 医療費及び手数料の支払に関する資料の作成 

イ 高額療養費の調整 

（７）子ども医療費の返戻に係る業務 

ア レセプトの端末への取り込み 

イ 返戻リストの確認 

ウ 返戻に係る医療機関等との調整及び再審査請求 
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（８）子ども医療費の第三者行為に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 医療機関等との調整 

ウ 債務者への納付書作成及び納付依頼等の債権管理に関する業務 

（９）その他受給資格更新に係る業務 

ア 年齢到達での資格喪失 

イ 所得情報の年次更新 

ウ 就学後の切り替え 

（10）子ども医療費助成制度の月例報告の資料作成に係る業務 

ア 月例報告に係る資料の作成補助 

 

６ ひとり親家庭医療費助成に関する業務 

（１）ひとり親家庭医療証の交付申請に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 受給資格に係る審査 

ウ 医療証の発行 

（２）ひとり親家庭医療費支給申請書に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 支給決定した償還金の支払に関する資料の作成 

ウ 決定通知の作成 

（３）ひとり親家庭医療費受給資格変更届に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 受給資格に係る審査 

ウ 医療証の発行 

（４）ひとり親家庭医療証再交付申請書に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 医療証の発行  

（５）ひとり親家庭医療証の資格喪失に係る業務 

ア 住民基本台帳異動・他公費移行等に伴う資格喪失者の確認・端末への入力 

イ 医療証の回収 

（６）ひとり親家庭医療費の社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合等へ

の支払等に係る業務 

ア 医療費及び手数料の支払に関する資料の作成 

イ 高額療養費の調整 

（７）ひとり親家庭医療費の返戻に係る業務 

ア レセプトの端末への取り込み 

イ 返戻リストの確認 

ウ 返戻に係る医療機関等との調整及び再審査請求 

（８）ひとり親家庭医療費の第三者行為に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 医療機関等との調整 
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ウ 債務者への納付書作成及び納付依頼等の債権管理に関する業務 

（９）その他受給資格更新に係る業務 

ア 年齢到達での資格喪失 

イ 所得情報の年次更新 

ウ 年金等対象者へ更新申請書の送付 

エ 受付・医療証の発行 

（10）ひとり親家庭医療費助成制度の月例報告の資料作成に係る業務 

ア 月例報告に係る資料の作成補助 

 

７ 未熟児養育医療に関する業務 

（１）未熟児養育医療給付申請に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 受給資格に係る審査 

ウ 医療券の作成 

（２）未熟児養育医療受給資格の変更に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 受給資格に係る審査 

ウ 医療券作成 

（３）未熟児養育医療券再交付に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 医療券の作成 

（４）未熟児養育医療継続に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 受給資格に係る審査 

ウ 医療券の作成 

（５）未熟児養育医療移送費用支給に係る業務 

ア 受付・端末への入力 

イ 支給決定した移送費の支払に関する資料の作成 

（６）未熟児養育医療費の社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合等への

支払等に係る業務 

ア 医療費及び手数料の支払等に関する資料の作成 

（７）未熟児養育医療の費用の徴収に係る業務 

  ア レセプトの端末への入力 

イ 負担金納付書の発行及び債権管理に関する業務 

（８）未熟児養育医療の月例報告の資料作成に係る業務 

ア 月例報告に係る資料の作成補助 


